
○富田林市奨学金条例 

昭和４３年１０月１２日 

条例第２６号 

最近改正 平成８年３月２９日条例第４号 

（目的） 

第１条 この条例は、教育の機会均等を得さすため、能力があるにもかかわら

ず、経済的理由のために高等学校の修学に困難な者に対し、奨学金を給付す

ることを目的とする。 

（奨学金） 

第２条 奨学金は、富田林市奨学基金から生ずる収益をもつてこれにあてる。 

（奨学生の資格） 

第３条 奨学金の給付を受ける者（以下「奨学生」という。）は、次の各号に

該当する者でなければならない。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する高等学校及び高

等専門学校に在学する者 

（２） 本市に住所を有する者の保護する生徒 

（３） 向学心に富み、学業に精励し、修学の見込みのある者 

（手続） 

第４条 奨学生を希望する者は、在学又は出身学校の学校長の推せんをうけ、

教育委員会（以下「委員会」という。）に申請しなければならない。 

（市奨学金審査会） 

第５条 奨学生の適正な選考を図るため、委員会に市奨学金審査会（以下「審

査会」という。）を置く。 

（審査会の組織） 

第６条 審査会は、次に掲げる者をもつて組織し、委員会が委嘱又は任命する。 

（１） 市立小中学校長の代表 

（２） 学識経験者 



（３） 市の職員 

（奨学生の決定） 

第７条 奨学生は、審査会の審査結果に基づき、委員会が決定する。 

（給付額） 

第８条 奨学金の給付額は、１人年額４０,０００円とし、新一年生にあつては、

入学支度金として１０,０００円を別に給付する。 

（奨学金の停止、廃止） 

第９条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給付を停止又は廃

止することができる。 

（１） 正当な理由がなくて長期欠席し、又は転校若しくは退学したとき。 

（２） 傷病その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。 

（３） 奨学金の給付が不必要となつたとき。 

（４） その他委員会が給付を不適当と認めたとき。 

（奨学金の返還） 

第１０条 奨学金は、返還を要しない。ただし、奨学生がこの条例の規定に反

したときは、この限りでない。 

（委任） 

第１１条 この条例について必要な事項は、委員会が別にこれを定める。 

附 則 

１ この条例は、昭和４４年４月１日から施行する。 

２ 経済情勢の変化に伴い、富田林市奨学基金の運用から生ずる収益が急激に

低下することにより、本事業の円滑な運営に支障をきたす場合に限り、第２

条中「富田林市奨学基金から生ずる収益をもつてこれにあてる。」とあるの

は「当該年度の富田林市一般会計予算に定める額の範囲内で給付する。」と

する。 

附 則（昭和５５年条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５５年４月１日から適用する。 



附 則（昭和５５年条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年条例第５号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年条例第６号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年条例第４号） 

この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

 



○富田林市奨学金条例施行規則 

昭和４３年１０月２６日 

教委規則第７号 

（目的） 

第１条 この規則は、富田林市奨学金条例（昭和４３年条例第２６号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（申請の手続） 

第２条 条例第４条の規定により奨学生を希望する者は、次の各号の書類を添

えて教育委員会（以下「委員会」という。）に申請しなければならない。 

（１） 奨学金給付申請書（第１号様式） 

（２） 推せん調書（第２号様式） 

（３） 保護者の所得状況がわかる書類 

（４） その他委員会が必要とする書類 

（受付） 

第３条 奨学生の受付は、毎年３月１０日から４月１０日までの期間とする。 

（通知） 

第４条 委員会が奨学生を選定したときは、奨学金給付認定通知書をもつて本

人に通知する。 

（給付） 

第５条 奨学金の給付は、年度に１回とし、７月に年額を本人又は保護者に給

付する。 

２ 奨学金の給付を受ける者は、奨学金給付認定通知書と印鑑を持参し、当該

学校長の発行する在学証明書を委員会に提出しなければならない。 

（届出） 

第６条 奨学生は、次に掲げる事項については、速やかに教育長に届出なけれ

ばならない。 

（１） 住所の変更その他身上に関する異動事項 



（２） その他教育長が照会した事項 

第７条 奨学生が休学、転校又は退学しようとするときは、その理由を書き、

保護者又は扶養者の連署をもつて、あらかじめ教育長に届け出なければなら

ない。 

（給付を受ける期間） 

第８条 奨学金の給付を受ける期間は満１年とし引き続いて支給を希望する者

は、第２条に規定する書類を提出して継続申請をしなければならない。 

（適用の禁止） 

第９条 大阪府育英会等の他の奨学金の支給を受ける者は、本規則の適用を受

けることはできない。ただし、特に修学困難な者については、この限りでな

い。 

２ 高等学校等就学費の支給を受ける者も前項本文と同様とする。 

（委任） 

第１０条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和４４年４月１日以降の進学生から適用する。 

附 則（昭和４４年教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５２年教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５２年教委規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５５年教委規則第１９号） 

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年教委規則第１３号） 



この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２９年教委規則第１０号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年教委規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

第１号様式及び第２号様式 略 

 


